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○ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 審 議 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 新 旧 対 照 表  （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現  行 

  

別表第二号の二第２ 非常局、気象援助局、標準周波数局、標準周波数

局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無

線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実

験試験局及び実験試験局の工事設計書の様式（第４

条、第 12 条関係） 

様式 （略） 

注１～８ （略） 

 ９ ７の欄は、次によること。 

 (1) （略） 

(2) 通過帯域幅の欄は、受信周波数が 470MHz 未満の場合は６ｄＢ低下

の幅を 470MHz 以上の場合は３ｄＢ（設備規則第 49 条の７及び第 54

条第１項第４号に規定する条件に適合する無線局並びに 1,215MHz を

超え 2,690MHz 以下の周波数の角度変調の電波を使用する単一通信路

の陸上移動業務の無線局（設備規則第 49 条の６の２、第 49 条の７

の２及び第 49 条の７の３に規定する条件に適合する無線局を除

く。）にあっては、６ｄＢ）低下の幅を「16kHz」又は「3.3kHz」の

ように記載すること。負帰還位相検波方式等の場合にあっては、実

効雑音通過帯域幅を記載すること。 

 (3) （略） 

 10～35 （略） 

別表第二号の二第２ 非常局、気象援助局、標準周波数局、標準周波数

局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無

線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実

験試験局及び実験試験局の工事設計書の様式（第４

条、第 12 条関係） 

様式 （略） 

注１～８ （略） 

 ９ ７の欄は、次によること。 

 (1) （略） 

(2) 通過帯域幅の欄は、受信周波数が 470MHz 未満の場合は６ｄＢ低下

の幅を 470MHz 以上の場合は３ｄＢ（設備規則第 49 条の７、第 49 条

の 15 及び第 54 条第１項第４号に規定する条件に適合する無線局並

びに 1,215MHz を超え 2,690MHz 以下の周波数の角度変調の電波を使

用する単一通信路の陸上移動業務の無線局（設備規則第 49 条の６の

２、第 49 条の７の２及び第 49 条の７の３に規定する条件に適合す

る無線局を除く。）にあっては、６ｄＢ）低下の幅を「16kHz」又は

「3.3kHz」のように記載すること。負帰還位相検波方式等の場合に

あっては、実効雑音通過帯域幅を記載すること。 

 (3) （略） 

 10～35 （略） 

別表第二号の三第１ 簡易無線局（パーソナル無線を除く。）、構内無線

局、陸上移動局、携帯局及び船上通信局の無線局事項

書及び工事設計書の様式（第４条、第 12 条関係） 

様式 （略） 

注１～23 （略） 

24 24 の欄は、コード表に掲げる装置がある場合に限り、コード表によ

り該当するコード及び記載事項を記載すること。ただし、時分割多元

接続方式携帯無線通信、符号分割多元携帯無線通信及び時分割・符号

分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局については、記載を要し

別表第二号の三第１ 簡易無線局（パーソナル無線を除く。）、構内無線

局、陸上移動局、携帯局及び船上通信局の無線局事項

書及び工事設計書の様式（第４条、第 12 条関係） 

様式 （略） 

注１～23 （略） 

24 24 の欄は、コード表に掲げる装置がある場合に限り、コード表によ

り該当するコード及び記載事項を記載すること。ただし、時分割多元

接続方式携帯無線通信、符号分割多元携帯無線通信、時分割・符号分

割多重方式携帯無線通信及び空港無線電話通信を行う陸上移動局につ



 二
 

ない。また。ＭＣＡ陸上移動通信を行う陸上移動局の制御装置につい

ては、記載を要しない。 

25～40 （略） 

いては、記載を要しない。また。ＭＣＡ陸上移動通信を行う陸上移動

局の制御装置については、記載を要しない。 

25～40 （略） 
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○ 昭 和 六 十 一 年 郵 政 省 告 示 第 三 百 九 十 五 号 （ 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 、 携 帯 移 動 業 務 の 無 線 局 、 簡 易 無 線 局 及 び 構 内 無 線 局 の 申 請 の

審 査 に 適 用 す る 受 信 設 備 の 特 性 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 新 旧 対 照 表         （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現  行 

一 ～ 七 （ 略 ） 一 ～ 七 （ 略 ） 

 八 八 三 〇 ＭＨ
ｚ

を 超 え 八 八 七 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し て 空 港 無 線 電

話 通 信 （ 専 ら 飛 行 場 及 び こ れ に 隣 接 す る 一 定 の 区 域 に お い て 電 気 通 信 業

務 を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 さ れ た 基 地 局 と 陸 上 移 動 局 と の 間 で 通 話

の た め に 行 わ れ る 単 一 通 信 路 の 無 線 通 信 及 び そ の 無 線 通 信 の 制 御 の た め

に 行 わ れ る 無 線 通 信 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う 無 線 局 の 審 査 に 適 用 す

る 受 信 設 備 の 特 性 

 項 目 特 性 

感 度 基 準 感 度 が 二 マ イ ク ロ ボ

ル ト 

実 効 選 択 度 ス プ リ ア ス ・

レ ス ポ ン ス 

基 準 感 度 よ り 三 デ シ ベ ル

高 い 希 望 波 入 力 電 圧 を 加

え た 状 態 の 下 で 、 四 〇 〇

ヘ ル ツ の 周 波 数 で 最 大 周

波 数 偏 移 の 六 〇 パ ー セ ン

ト ま で 変 調 さ れ た 妨 害 波

を 加 え た 場 合 に お い て 、

装 置 の 出 力 の う ち 信 号 、

雑 音 及 び 歪 の 出 力 の 和 と

雑 音 及 び 歪 の 出 力 の 和 と

の 比 が 一 二 デ シ ベ ル と な

る と き の そ の 妨 害 波 入 力

電 圧 と 基 準 感 度 と の 比 が

七 〇 デ シ ベ ル 

 隣 接 チ ヤ ネ ル 基 準 感 度 よ り 三 デ シ ベ ル
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選 択 度 高 い 希 望 波 入 力 電 圧 を 加

え た 状 態 の 下 で 、 四 〇 〇

ヘ ル ツ の 周 波 数 で 最 大 周

波 数 偏 移 の 六 〇 パ ー セ ン

ト ま で 変 調 さ れ た 妨 害 波

で あ つ て 希 望 波 か ら 一 二

・ 五 ｋ
Ｈ

ｚ
離 れ た も の を 加 え

た 場 合 に お い て 、 装 置 の

出 力 の う ち 信 号 、 雑 音 及

び 歪 の 出 力 の 和 と 雑 音 及

び 歪 の 出 力 の 和 と の 比 が

一 二 デ シ ベ ル と な る と き

の そ の 妨 害 波 入 力 電 圧 と

基 準 感 度 と の 比 が 六 〇 デ

シ ベ ル 

 相 互 変 調 特 性 基 準 感 度 よ り 三 デ シ ベ ル

高 い 希 望 波 入 力 電 圧 を 加

え た 状 態 の 下 で 、 相 互 変

調 を 生 ず る 関 係 に あ る 各

妨 害 波 を 加 え た 場 合 に お

い て 、 装 置 の 出 力 の う ち

信 号 、 雑 音 及 び 歪 の 出 力

の 和 と 雑 音 及 び 歪 の 出 力

の 和 と の 比 が 一 二 デ シ ベ

ル と な る と き の そ の 妨 害

波 入 力 電 圧 と 基 準 感 度 と

の 比 が 六 〇 デ シ ベ ル 

八 ～ 十 （ 略 ） 九 ～ 十 一 （ 略 ） 

十 一 Ｆ 二 Ａ 電 波 、 Ｆ 二 Ｂ 電 波 、 Ｆ 二 Ｃ 電 波 、 Ｆ 二 Ｄ 電 波 、 Ｆ 二 Ｎ 電 波 、

Ｆ 二 Ｘ 電 波 、 Ｆ 三 Ｃ 電 波 又 は Ｆ 三 Ｅ 電 波 三 三 五 ・ 四 ＭＨ
ｚ

を 超 え 四 七 〇 ＭＨ
ｚ

以 下 又 は 八 一 〇 ＭＨ
ｚ

を 超 え 九 六 〇 ＭＨ
ｚ

以 下 を 使 用 す る 移 動 業 務 の 無 線 局 （

十 二 Ｆ 二 Ａ 電 波 、 Ｆ 二 Ｂ 電 波 、 Ｆ 二 Ｃ 電 波 、 Ｆ 二 Ｄ 電 波 、 Ｆ 二 Ｎ 電 波 、

Ｆ 二 Ｘ 電 波 、 Ｆ 三 Ｃ 電 波 又 は Ｆ 三 Ｅ 電 波 三 三 五 ・ 四 ＭＨ
ｚ

を 超 え 四 七 〇 ＭＨ
ｚ

以 下 又 は 八 一 〇 ＭＨ
ｚ

を 超 え 九 六 〇 ＭＨ
ｚ

以 下 を 使 用 す る 移 動 業 務 の 無 線 局 （
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放 送 中 継 用 無 線 局 、 時 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 符

号 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 重

方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 八 五 〇 ＭＨ
ｚ

を 超 え 九 一 五 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る Ｍ Ｃ Ａ 陸 上 移 動 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 八 四 六 ＭＨ
ｚ

を

超 え 九 〇 三 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 地 域 防 災 無 線 通 信 を 行 う

無 線 局 を 除 く 。 ） 及 び 簡 易 無 線 局 （ 九 〇 〇 ＭＨ
ｚ

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る も の を 除 く 。 ） の 審 査 に 適 用 す る 受 信 設 備 の 特 性 
 
 

表 （ 略 ） 

放 送 中 継 用 無 線 局 、 時 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 符

号 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 重

方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 八 五 〇 ＭＨ
ｚ

を 超 え 九 一 五 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る Ｍ Ｃ Ａ 陸 上 移 動 通 信 を 行 う 無 線 局 、 八 四 六 ＭＨ
ｚ

を 超

え 九 〇 三 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 地 域 防 災 無 線 通 信 を 行 う 無

線 局 及 び 八 三 〇 ＭＨ
ｚ

を 超 え 八 八 七 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 空 港

無 線 電 話 通 信 を 行 う 無 線 局 を 除 く 。 ） 及 び 簡 易 無 線 局 （ 九 〇 〇 ＭＨ
ｚ

帯 の

周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） の 審 査 に 適 用 す る 受 信 設 備 の 特

性 

表 （ 略 ） 

十 二 ～ 十 八 （ 略 ） 十 三 ～ 十 九 （ 略 ） 
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○ 総 務 省 告 示 第 号

平 成 五 年 郵 政 省 告 示 第 二 百 六 十 八 号 （ 無 線 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 十 五 第 一 項 第 二 号 ト の 条 件 を 適

用 す る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 で あ る 空 港 無 線 電 話 通 信 を 行 う 無 線 局 等 の 無 線 設 備 の 送 信 装 置 の 技 術

的 条 件 を 定 め る 件 ） は 、 廃 止 す る 。

平 成 年 月 日

総 務 大 臣 鳩 山  夫
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○ 平 成 十 六 年 総 務 省 告 示 第 八 十 八 号 （ 特 性 試 験 の 試 験 方 法 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 新 旧 対 照 表  （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

 

改  正  案 

 

 

現     行 

 

  

１ 特 性 試 験 の 試 験 方 法 の う ち 、 ス プ リ ア ス 発 射 又 は 不 要 発 射 の 強 度

の 測 定 方 法 に つ い て は 、 別 表 第 一 に 定 め る 方 法 と し 、 当 該 測 定 方 法

以 外 の 試 験 方 法 に つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 特 定 無 線 設 備 の

技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 証 明 規 則 」 と い う 。 ） 第

二 条 第 一 項 に 定 め る 無 線 設 備 の 種 別 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 表 に 定 め る 方 法 と す る 。 

１ 特 性 試 験 の 試 験 方 法 の う ち 、 ス プ リ ア ス 発 射 又 は 不 要 発 射 の 強 度

の 測 定 方 法 に つ い て は 、 別 表 第 一 に 定 め る 方 法 と し 、 当 該 測 定 方 法

以 外 の 試 験 方 法 に つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 特 定 無 線 設 備 の

技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 証 明 規 則 」 と い う 。 ） 第

二 条 第 一 項 に 定 め る 無 線 設 備 の 種 別 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 表 に 定 め る 方 法 と す る 。 

無 線 設 備 の 種 別 表 

一 、 二 （ 略 ） （ 略 ） 

三 削 除 

 

削 除 

四 ～ 百 六 （ 略 ） （ 略 ） 
 

無 線 設 備 の 種 別 表 

一 、 二 （ 略 ） （ 略 ） 

三 証 明 規 則 第 二 条 第 一 項 第 一 号 の 八 に 掲 げ る 無 線

設 備 

別 表 第 三 

四 ～ 百 六 （ 略 ） （ 略 ） 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

  

別表第一・別表第二 （略） 

 

別表第一・別表第二 （略） 

 

別表第三 削除 別表第三 証明規則第２条第１項第１号の８に掲げる無線設備の試験

方法 

別表第四～別表第七十四 （略） 別表第四～別表第七十四 （略） 
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○ 平 成 十 五 年 総 務 省 告 示 第 三 百 四 十 四 号 （ 外 国 の 無 線 局 の 無 線 設 備 が 電 波 法 第 三 章 に 定 め る 技 術 基 準 に 相 当 す る 技 術 基 準 に 適 合 す

る 事 実 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 新 旧 対 照 表                      （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現  行 

  

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

１ ～ ３ （ 略 ） 

４ 電 波 法 施 行 規 則 第 十 五 条 の 三 第 二 号 (1
6)

に 掲 げ る 規 格 の う ち 送 信 バ ー

ス ト 長 が 五 ミ リ 秒 の も の 無 線 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 八 に 規 定 す

る 技 術 基 準 の う ち 送 信 バ ー ス ト 長 が 五 ミ リ 秒 の も の  

三 （ 略 ） 

１ ～ ３ （ 略 ） 

４ 電 波 法 施 行 規 則 第 十 五 条 の 三 第 二 号 (1
7)

に 掲 げ る 規 格 の う ち 送 信 バ ー

ス ト 長 が 五 ミ リ 秒 の も の 無 線 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 八 に 規 定 す

る 技 術 基 準 の う ち 送 信 バ ー ス ト 長 が 五 ミ リ 秒 の も の  

 



 一
 

○ 平 成 十 六 年 総 務 省 告 示 第 八 百 五 十 九 号 （ 無 線 局 免 許 申 請 書 等 に 添 付 す る 無 線 局 事 項 書 及 び 工 事 設 計 書 の 各 欄 に 記 載 す る た め の コ

ー ド 表 （ 無 線 局 の 目 的 コ ー ド 及 び 通 信 事 項 コ ー ド を 除 く 。 ） を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示   （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現  行 

別表第二十三号 

項 目 コード 

（略） （略） 

設備規則第 49 条の 15 第１項に規定する陸上移動

局の無線設備 

ＤＡＰＴ 

（略） （略） 
 

別表第二十三号 

項 目 コード 

（略） （略） 

設備規則第 49 条の 15 の２第１項に規定する陸上移動

局の無線設備 

ＤＡＰＴ 

（略） （略） 

  

 



○ 電 波 法 関 係 審 査 基 準 （ 平 成 十 三 年 一 月 六 日 総 務 省 訓 令 第 六 十 七 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 新 旧 対 照 表 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 

別紙２（第５条） 無線局の目的別審査基準 

第１ 航空海上関係 

１ 電気通信業務用 

(1)・(2) （略）  

別紙２（第５条） 無線局の目的別審査基準 

第１ 航空海上関係 

１ 電気通信業務用 

(1)・(2) （略）  

(3) 空港無線通信用無線局 

ア 空港無線通信用無線局は、設備規則第 49 条の 15 に規定す

る 415.5ＭＨｚを超え 417.5ＭＨｚ以下の周波数及び 460Ｍ

Ｈｚを超え 462ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用するデジ

タル方式により行われるもの（以下「デジタル空港無線通信」

という。）であること。 

 

(3) 空港無線通信用無線局 

ア 原則として空港無線通信は、次のいずれかに該当するもの

とする。 

(ｱ) 設備規則第 49条の 15の 2に規定する 415.5ＭＨｚを超

え 417.5ＭＨｚ以下の周波数及び 460ＭＨｚを超え 462Ｍ

Ｈｚ以下の周波数の電波を使用するデジタル方式により

行われるもの（以下「デジタル空港無線通信」という。）。 

(ｲ) 設備規則第７条第 11 項第２号に規定する 830ＭＨｚ以

上の周波数の電波を使用する空港無線電話通信用無線局

により行われるもの（以下「ＭＣＡ空港無線電話通信」と

いう。）。 

イ 空港無線通信を行う陸上移動業務の無線局及びこれに関連

する機能試験用無線局の審査は、次の基準により行う。 

(ｱ)～(ｳ) （略） 

(ｴ) 通信事項 

Ａ 基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局は、電気通

信業務に関する事項であること。なお、基地局及び陸

上移動中継局は、電気通信事業運営に関する事項を付

加することができる。 

Ｂ 機能試験用無線局の基地局及び陸上移動局は、電気

通信事業運営に関する事項であること。 

イ 空港無線通信を行う陸上移動業務の無線局及びこれに関連

する機能試験用無線局の審査は、次の基準により行う。 

(ｱ)～(ｳ) （略） 

(ｴ) 通信事項 

Ａ 基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局は、電気通

信業務に関する事項であること。なお、基地局及び陸

上移動中継局は、電気通信事業の運営に関する事項を

付加することができる。 

Ｂ 機能試験用無線局の基地局及び陸上移動局は、電気

通信事業の運営に関する事項であること。 

(ｵ)・(ｶ) （略）  (ｵ)・(ｶ) （略） 



(ｷ) 工事設計 

Ａ 空港無線通信を行う無線局の無線設備の工事設計

は、設備規則によるほか、次に掲げる条件に適合する

ものであること。 

(A) 通信方式は、半複信方式、単信方式又は複信方式

とする。 

 

 

 (B)・(E) （略） 

(ｷ) 工事設計 

Ａ 空港無線通信を行う無線局の無線設備の工事設計

は、設備規則によるほか、次に掲げる条件に適合するも

のであること。 

(A) 通信方式は、半複信方式（本方式を基本とする。）、

単信方式及び複信方式であること。ただし、ＭＣＡ

空港無線電話通信にあっては、単一通信路による単

信方式であること。 

(B)・(E) （略） 

Ｂ・Ｃ （略） Ｂ・Ｃ （略）  

Ｄ （略） 

(A) （略） 

(B) 発射可能な周波数は、415.525ＭＨｚから

417.475ＭＨｚまでの 25kＨｚ間隔のすべての周

波数とする。 

Ｄ （略） 

(A) （略） 

(B) 発射可能な周波数は、デジタル空港無線通信に

あっては 415.525ＭＨｚから 417.475ＭＨｚまで

の 25kＨｚ間隔のすべての周波数及びＭＣＡ空港

無線電話通信にあっては 830.0125ＭＨｚから

831.9875ＭＨｚまでの 12.5kＨｚ間隔のすべての

周波数であり、かつ、移動局間直接通信を行う場

合を除き、基地局からの制御信号で指定される一

の周波数に自動的に切り替えることができるこ

と。 

Ｅ （略） 

(ｸ) （略） 

Ａ （略） 

(A)  （略） 

Ｅ （略） 

(ｸ) （略） 

Ａ （略） 

(A) （略） 

(B) 制御用チャネルは、デジタル空港無線通信にあ

っては陸上移動局 4000 局につき１チャネルとす

る。 

(B) 制御用チャネルは、デジタル空港無線通信にあ

っては陸上移動局4000局につき１チャネルとし、

ＭＣＡ空港無線電話通信にあっては陸上移動局



 

Ｂ 陸上移動中継局に対しては、基地局に指定する周波

数等と同一のもの。ただし、基地局を通信の相手方と

する陸上移動中継局に対しては、当該基地局の指定周

波数からデジタル空港無線通信にあっては、44.5ＭＨ

ｚを減じた周波数とする。 

 

Ｃ （略） 

2000 局につき１チャネルとする。 

Ｂ 陸上移動中継局に対しては、基地局に指定する周波

数等と同一のもの。ただし、基地局を通信の相手方と

する陸上移動中継局に対しては、当該基地局の指定周

波数からデジタル空港無線通信にあっては、44.5ＭＨ

ｚ及びＭＣＡ空港無線電話通信にあっては 55ＭＨｚ

を減じた周波数とする。 

Ｃ （略） 

第４ 包括免許関係 

 １ 電気通信業務用 

  (1) （略） 

  (2) 空港無線通信を行う特定無線局 

空港無線通信を行う陸上移動局であって、包括免許に係る特

定無線局の審査は、第１の 20 の(1)に定める基準によるほか、

次の基準により行う。 

   ア・イ （略） 

   ウ 工事設計 

    (ｱ) 無線設備の規格 

設備規則第第 49 条の 15 第１項の規定に適合する無線設

備であって、施行規則第 15 条の３に掲げる規格のいずれか

に該当するものであること。 

    (ｲ)・(ｳ) （略） 

  (3)～(15) （略） 

 ２・３ （略） 

第４ 包括免許関係 

 １ 電気通信業務用 

  (1) （略） 

  (2) 空港無線通信を行う特定無線局 

空港無線通信を行う陸上移動局であって、包括免許に係る特

定無線局の審査は、第１の 20 の(1)に定める基準によるほか、

次の基準により行う。 

   ア・イ （略） 

   ウ 工事設計 

    (ｱ) 無線設備の規格 

設備規則第 49 条の 15 又は第 49 条の 15 の２第１項の規

定に適合する無線設備であって、施行規則第 15 条の３に掲

げる規格のいずれかに該当するものであること。 

   (ｲ)・(ｳ) （略） 

  (3)～(15) （略） 

 ２・３ （略） 




